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（様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：本庄市都市計画道路見直し検討調査 

 

 

 

 ２ 調査主体：本庄市 

 

 

 

 ３ 調査圏域：本庄市全域 

 

 

 

 ４ 調査期間：令和３年６月２５日～令和４年３月３１日 

 

 

 

 ５ 調査概要： 

本調査は、都市計画道路決定時から現在までの社会情勢の変化への対応、及び本市の

まちづくりの将来像に即した都市計画道路網の構築を目的とした、都市計画道路見直し

業務である。 

令和２年７月に埼玉県が示した「都市計画道路の検証・見直し指針」に基づき、本市

の都市計画道路網の現状と課題を調査するとともに、平成２７年度に実施した「本庄市

都市計画道路見直し検討業務」における各路線の評価結果を踏まえたうえで、必要性を

再検証することで見直し検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称：本庄市都市計画道路見直し検討調査 

 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

１．業務目的と検証の手順 

 1.1 業務目的 

1.2 見直しの背景 

 1.3 検証の手順 

 

２．都市の将来像 

 2.1 上位・関連計画の把握 

 2.2 人口の状況 

 2.3 主要施設の立地状況 

 

３．検証路線の現状整理 

 3.1 都市計画道路の概要 

 3.2 各路線の整備状況 

 3.3 整備課題の整理 

 

４．検証路線の抽出（第１段階） 

 4.1 検証路線の該当条件 

 4.2 検証路線の抽出結果 

 

５．見直し候補路線の選定（第２段階） 

 5.1 社会状況の変化に伴う必要性の検証 

 5.2 構造の適正さの検証 

 5.3 見直し候補路線の選定 

 

６．見直し路線の選定（第３段階） 

 6.1 見直し路線選定の流れ 

 6.2 見直し内容の検討 

 6.3 道路機能の観点からの検討 

 6.4 上位計画等との整合性の確認 
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 6.5 道路網の観点からの検討 

 6.6 見直しの判定 
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                                                    （様式－２ｂ 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

本庄市都市計画道路見直し検討委員会（委員会） 

（委員長：都市整備部長 加藤 衛） 

 

 

本庄市都市計画道路見直し検討委員会 事務局 

（本庄市都市整備部都市計画課計画係） 

 

 

 

 ４ 委員会名簿等： 

 所属 役職等 氏名 

委 員 長 都市整備部 部 長 加藤 衛 

副委員長 都市整備部 次 長 齊藤 順一 

委  員 企画財政部企画課 課 長 橋本 英樹 

委  員 市民生活部危機管理課 課 長 前川 章 

委  員 市民生活部支所総務課 課 長 堀口 滋 

委  員 経済環境部産業開発室 室 長 峰岸 功 

委  員 都市整備部道路管理課 課 長 高柳 徹也 

委  員 都市整備部道路整備課 課 長 宮前 恒夫 

委  員 都市整備部都市計画課 課 長 茂木 正男 

委  員 教育委員会学校教育課 課 長 岡芹 純一 
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（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

「都市計画道路の検討・見直し指針（令和２年７月・埼玉県都市整備部都市計画課）」

（以下、「指針」という）に基づき、都市計画道路の必要性・妥当性を検証するととも

に、本市のまちづくり方針・将来像等を見据えた都市計画道路の見直しについて検討を

行い、見直しの必要な路線を明らかにすることを目的とする。 
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 ２ 調査フロー 
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 ３ 調査圏域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 
      検証路線 
      対象外路線 

 ■本庄地域 

 ■児玉地域 
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（様式－３ｂ 調査成果） 

 ４ 調査成果 

〇見直し候補路線の選定結果 

見直し候補路線となった路線・区間及びその検証内容を以下に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見直し候補路線図（未整備・事業中区間）

 ■本庄地域 

凡 例 

     見直し候補区間 

     見直し候補路線 

     対象外路線 

 ■児玉地域 
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〇見直し路線の選定 

都市計画道路の見直しに当たっては、見直しの内容や妥当性について、論理的かつ技術的な検討を

行い、都市計画上の変更理由を明らかにすることが必要である。 

このため、下記の検討フローに従って詳細な検討を行い、総合的な判断により見直し路線を選定す

るものとする。 

 
図 見直し路線選定フロー  
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〇道路機能の観点からの検討 

（１）評価基準 

路線ごとの見直し内容（廃止や変更等の内容）について、以下の道路機能に支障が無いか詳細な検

討を行う。なお、Ａ～Оの 15項目のうち支障のある項目が６つ以上の場合は、見直し内容の再設定

を行う。 

 

表 道路機能の評価指標 

機能の種類 機能の内容 

①交通処理

機能 

Ａ 高速道路や産業拠点へのアクセス性の向上 
Ｂ 隣接都市間相互の円滑な交通の確保  
Ｃ 鉄道駅へのアクセス性の向上 
Ｄ バス路線としての走行性・定時性の向上 
Ｅ 自転車や徒歩による駅へのアクセス性の向上  

②交通安全

機能 

Ｆ 自転車や歩行者の通行の安全性の確保  
Ｇ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律における特定道路の指定等 

③防災空間

機能 

Ｈ 災害発生時の避難路や緊急輸送路への位置付け 
Ｉ 高次医療施設への連結 
Ｊ 火災時の延焼の遮断  

④市街地形

成機能 

Ｋ 都市的土地利用を誘導し、市街地の形成を促進 
Ｌ 上下水道やガス等の収容空間の確保 

⑤環境空間

機能 

Ｍ 緑のネットワークの形成 
Ｎ 都市の良好な景観の形成 

⑥その他の

機能 
О 沿道利用の促進 

出典：都市計画道路の検証・見直し指針（令和２年７月）埼玉県 
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（２）道路機能の観点からの評価結果 

以下に道路機能の観点からの評価結果を示す。 

 

表 道路機能の観点からの評価結果 

 

  

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ

線形変更 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 0

廃止 △ △ △ - △ × 〇 △ △ - × △ △ △ × 3

線形変更 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 - - - 〇 〇 - 0

廃止 △ △ △ - △ × 〇 △ △ - - - △ △ - 1

線形変更 - - - - - 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 0

廃止 - - - - - × 〇 △ △ - △ △ △ △ × 2

線形変更 - - 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 - 0

廃止 - - △ - △ △ 〇 △ △ - △ △ △ × - 1

線形変更 - 〇 - - - 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 0

廃止 - △ - - - △ 〇 △ △ - △ △ △ × × 2

線形変更 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 - - - 〇 〇 - 0

廃止 △ △ △ - △ × 〇 △ △ - - - △ △ - 1

評価項目：

　①交通処理機能 Ａ．高速道路や産業拠点へのアクセス性の向上
　　【評価対象路線】市内又は近隣都市から高速道路ICや産業拠点へアクセスする幹線道路

Ｂ．隣接都市間相互の円滑な交通の確保 
　　【評価対象路線】近隣都市と市内の拠点等を結ぶ幹線道路

Ｃ．鉄道駅へのアクセス性の向上
　　【評価対象路線】市内又は近隣都市から鉄道駅へアクセスする幹線道路

Ｄ．バス路線としての走行性・定時性の向上

Ｅ．自転車や徒歩による駅へのアクセス性の向上 
　　【評価対象路線】自転車や徒歩による駅へのアクセス性を担う路線

　②交通安全機能 Ｆ．自転車や歩行者の通行の安全性の確保 
　　【評価対象路線】すべての対象路線

Ｇ．高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律における特定道路の指定等
　　【評価対象路線】すべての対象路線

　③防災空間機能 Ｈ．災害発生時の避難路や緊急輸送路への位置付け
　　【評価対象路線】すべての対象路線

Ｉ．高次医療施設への連結
　　【評価対象路線】すべての対象路線

Ｊ．火災時の延焼の遮断 
　　【評価対象路線】DID地区内に位置する路線

　④市街地形成機能 Ｋ．都市的土地利用を誘導し、市街地の形成を促進
　　【評価対象路線】市街化区域内の路線（本庄地域）、用途地域内の路線（児玉地域）

Ｌ．上下水道やガス等の収容空間の確保
　　【評価対象路線】市街化区域内の路線（本庄地域）、用途地域内の路線（児玉地域）

　⑤環境空間機能 Ｍ．緑のネットワークの形成
　　【評価対象路線】すべての対象路線

Ｎ．都市の良好な景観の形成
　　【評価対象路線】すべての対象路線

　⑥その他の機能 Ｏ．沿道利用の促進
　　【評価対象路線】沿道系の用途地域が指定されている路線（指定見込みを含む）

×の
個数

地
域

路線名
区間
番号

見直し
内容

評価項目
(○:支障なし  △:支障が少ない  ×:大きな支障あり  - :評価対象外)

本
庄

3・4・15
新駅南通り線

15-1

15-3

3・4・16
新都心環状線

16-1

　　【評価対象路線】周囲に現行バス路線があり、道路が整備された場合民間路線バスやはにぽん
　　　　　　　　　　シャトル等のバス路線として機能すると考えられる路線

児
玉

3・4・7
駅東通線

7-1

3・4・8
本町下町線

8-1

3・4・18
新駅南通り線

18-1
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〇上位計画等との整合性の確認 

（１）評価基準 

各路線の見直し内容について、以下に示す都市計画マスタープラン等の上位計画や関連する整備

計画との整合性を確認した。 

 

表 確認する計画 

計画の種類 計画名 

①上位計画 

・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

・市町村の建設に関する基本構想（総合振興計画） 

・市町村の都市計画に関する基本的な方針 

・立地適正化計画 

・新市建設計画 等 
②関連する都市計画 ・区域区分、用途地域（沿道用途）、地区計画 等 
③関連する整備計画 ・区画整理、再開発、道路、河川、鉄道、公園、農地等の整備計画 
④地域振興に関する計画 ・中心市街地活性化基本計画 等 
⑤環境調査・計画 ・環境アセスメント等の環境調査、環境保全計画、緑の基本計画等 
⑥防災に関する計画 ・地域防災計画、震災対策計画 等 
⑦その他の計画 ・その他の関連計画 

出典：都市計画道路の検証・見直し指針（令和２年７月）埼玉県 
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（２）上位計画等との整合性の確認結果 

各路線の見直し内容について、上位計画等との整合性を確認した結果を以下に示す。 

 
表 各種計画との整合性（影響）確認結果 

 

 

 
 

  

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

線形変更 無 無 無 無 有 無

廃止 有 有 有 無 無 無

存続 - 無 無 無 有 無

線形変更 無 無 無 無 有 無

廃止 有 無 無 無 無 無

存続 - 無 無 無 有 無

線形変更 無 無 無 無 無 無

廃止 有 無 無 無 無 無

存続 - 無 無 無 無 無

線形変更 無 無 無 無 無 無

廃止 無 無 無 無 無 無

存続 - 無 無 無 無 無

線形変更 無 無 無 無 無 無

廃止 無 無 無 無 無 無

存続 - 無 無 無 無 無

線形変更 無 無 無 無 無 無

廃止 有 無 無 無 無 無

存続 - 無 無 無 無 無

評価項目：

①上位計画　/　②関連する都市計画　/　③関連する整備計画

④地域振興に関する計画　/　⑤環境調査・計画　/　⑥防災に関する計画

地域

3・4・18
新駅南通り線

3・4・8
本町下町線

3・4・7
駅東通線

3・4・16
新都心環状線

評価項目（有：影響あり　無：影響なし　-：確認対象外）見直し
内容

区間
番号

路線名

3・4・15
新駅南通り線

本庄

児玉

15-1

15-3

16-1

7-1

8-1

18-1
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〇道路網の観点からの検討 

都市計画道路が全て整備されたケースと見直し内容が廃止となっている路線以外が整備された

ケースのそれぞれで将来交通量推計を行い、交通量や混雑度を比較し、混雑箇所の特定や周辺道路

への影響を検証した。 

なお、混雑度は、１日の将来交通量を交通容量（１日に各区間で処理できる交通量）で割った値

であり、目安として混雑度が 1.00 を超えると昼間 12時間の中で混雑する可能性のある時間が１～

２時間あり、1.25 を超えるとピークの時間を中心として混雑する時間帯が加速度的に増加する可能

性が高くなる。 

路線ごとの見直し内容について、将来道路網への影響を検討した結果を以下に示す。 

 

表 道路網の観点からの検討結果 

 
 

地域 路線名
区間
番号

見直し
内容

将来道路網への影響

線形変更 線形変更であるため、道路網への影響はない。

廃止
本路線北側の3･3･14東西通り線の混雑度が0.30から0.38に上
がり、南側の県道児玉町蛭川普済寺線が0.36から0.51に上が
るものの、周辺道路への影響はほとんどない。

線形変更 線形変更であるため、道路網への影響はない。

廃止
本路線北側の3･3･14東西通り線の混雑度が0.30から0.38に上
がり、南側の県道児玉町蛭川普済寺線が0.36から0.51に上が
るものの、周辺道路への影響はほとんどない。

線形変更 線形変更であるため、道路網への影響はない。

廃止
3･4･2十間通り線の混雑度が0.41から0.66に上がるものの、
周辺道路への影響はほとんどない。

線形変更 線形変更であるため、道路網への影響はない。

廃止
あまり交通量が見込まれない道路であることから、周辺道路
への影響はほとんどない。

線形変更 線形変更であるため、道路網への影響はない。

廃止
市道1-468号線の混雑度が0.79から1.00に上がる区間がある
ものの、周辺道路への影響はほとんどない。

線形変更 線形変更であるため、道路網への影響はない。

廃止
本路線北側の3･3･14東西通り線の混雑度が0.30から0.38に上
がり、南側の県道児玉町蛭川普済寺線が0.36から0.51に上が
るものの、周辺道路への影響はほとんどない。

児玉

3・4・7
駅東通線

7-1

3・4・8
本町下町線

本庄

3・4・15
新駅南通り線

15-1

15-3

3・4・16
新都心環状線

8-1

3・4・18
新駅南通り線

18-1

16-1



1 

 〇見直しの判定 

（１）総合的判断 

検討結果より、各路線の見直しについて下表のように総合的に判断した。 
 

表 総合的判断 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


